まつぶし町民まつり２０２６
[bookmark: _Hlk135826669][bookmark: _Hlk135826800]　行政関連団体等参加要領

	出店(展)カテゴリー
	行政関連団体

	参加費
	無料

	車両乗り入れ
	１出店(展)者につき２台まで

	出店(展)にあたっての注意事項
	出店者ごとにゴミ箱を必ず設置し、出店場所とその周辺で出たゴミは、分別を行いまつり終了後、指定の場所にお持ちください。ゴミの受付は１６時までとします。それ以降は各団体でお持ち帰りください。

	
	搬入の時間は、当日午前７時から午前９時までの間です。

	
	会場内は禁煙です。喫煙は喫煙所でお願いします。



１　開催日時　　令和８年１０月１８日（日）午前１０時～午後３時３０分
２　開催場所　　松伏記念公園　他
３　資　　格　　公共性、公益性があり、以下の要件に該当する団体・企業等の啓発活動等
　　　　　　　　　○国の諸機関
　　　　　　　　　○国の諸機関に準ずる機関
　　　　　　　　　○地方公共団体
　　　　　　　　　○上記機関と密接に関係して事業を行っている団体・企業で、実行委員会
　　　　　　　　　　が認めたもの
※原則として、販売、商品ＰＲ等の行為は不可
※実行委員会で参加資格・内容について審査させていただき、出店(展)をお断りする場合があります。
　　　　　　　　　※参加の可否は８月下旬までにメール、電話、ＦＡＸ等で御連絡します。
４　出 店 数　　１４コマ
１コマ（間口２．７メートル×奥行３．６メートル）
※先着順
※１出店(展)者２コマまで
※配置については、事務局で決定させていただきます。御了承ください。
５　参 加 費　　無料
（テント、テーブル（180㎝×45㎝）２台、イス４脚は事務局で用意します。）
※テーブルやイスが不足する場合は、各出店団体にてご準備いただきますようお願いいたします。
<返金について>　説明会以降のキャンセル及び荒天等による開催中止等については、いかな
る理由があっても参加費の返金はできませんので、御了承ください。


[bookmark: _GoBack]
６　検査　　出店(展)内容により検便（１人につき５００円）を受けていただきます。
　　　　　　　独自で検査をしている場合は、改めて検査する必要はありません。検査結果
が証明できるもの（８月３日（月）以降に発行された検査結果）を提出して
下さい。
※食品（飲料含む。）に携わる方全員分
７　車両乗入　　１出店(展)者につき２台まで（許可証を発行します。）
８　申込方法　　７月１日（水）から７月１７日（金）までに下記の二次元コードを読み取り、「松
[image: ]伏町電子申請・届出サービス」よりお申込みください。
※電子申請をご利用いただけない場合は、「参加申込書」および「誓約書」に必要事項をご記入のうえ、環境経済課へ直接お申し込みください。なお、「参加要領」および「参加申込書」は、環境経済課窓口にて配布しているほか、町ホームページからもダウンロード可能です。（ＦＡＸ、メール及び郵送等不可、締切厳守）






９　その他　　決定した出店(展)場所は、当事者同士で変更はできません。
10　お 願 い　　①募金活動については主催者が実施するもの以外は原則として実施できません。
②来場者の駐車場確保のため、出店者の皆様はできる限りお車乗り合いでの来場に
御協力ください。出店者は田島南公園底面の駐車場をご利用ください。他の駐車場は来場者用ですので、使用しないようお願いします。　　　　　　
③出店(展)は、怪我、熱中症、脱水症状などの対策・健康管理に
充分注意の上、
自己責任でお願いします。
　　　　　　　　④まつぶし町民まつりにおいて、町が撮影した写真及び動画は、町ホームページ及びその他ＳＮＳ等に掲載させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
11　問合せ先　　まつぶし町民まつり実行委員会事務局（松伏町役場環境経済課内）
電話０４８－９９１－１８５４　　
E-mail　kankyou1060300@town.matsubushi.lg.jp



【出店(展)にあたっての注意事項（行政関連団体等）】

１　松伏町暴力団排除条例を踏まえ、暴力団及び暴力団と関係する方の参加は不可とします。
また、参加申し込み後、明らかになった場合においても、参加申し込みを取消します。
２　準備について
・搬入搬出の車両乗り入れは、１団体２台までとします。
・搬入の時間は、当日午前７時から午前９時までです。
・スタッフ及び警備員の指示に従ってください。
・後日配布する搬入搬出用通行許可証の提示車両のみ、指定した場所を通行することができますので、入場から退場までの間は、通行許可証をダッシュボードにおいてください。
[bookmark: _Hlk232422909]・搬入車両の走行は路面に配慮し、徐行運転してください。
・許可車両は、申込書に記載されている車両のみとします。変更の場合は、事前に事務局に御連絡ください。
　・貸出をしている備品等が、申込数と違う場合や壊れている場合は、本部まで申し出てください。
　　　 ・原則として、出店(展)予定品及び内容は申込時のものとしてください。やむを得ず変更する場合は、事務局の許可を取ってください。
・机のとげ等による怪我の防止のため、クロス持参をお願いします。机のサイズは180㎝×45㎝程度です。
３　出店(展)について
　・出店(展)時間は、午前１０時から午後３時３０分までです。
　・午前１０時までは、絶対に出店(展)しないでください。
　・閉会時間（午後３時３０分）までは出店(展)してください。
４　片付けについて
・車両の乗り入れ時間は、閉会宣言後とします。
・搬出時間は前後する場合があります。
・スタッフ及び警備員の指示に従ってください。
・会場入口閉鎖の為、午後４時３０分までには退出してください。
・出店者ごとにゴミ箱を必ず設置し、出店場所とその周辺で出たゴミは、分別を行い、指定の場所
にまつり終了後にお持ちください。ゴミの受付は１６時までとします。それ以降は各団体でお持
ち帰りください。

５　出店(展)場所について
・ 出店(展)可能場所は、テント内及びテント前の白線の内側のみです。
・ 他の出店(展)者及び来場者の迷惑にならないよう、十分心がけてください。
・開催中、出店(展)場所について指導させていただく場合があります。
６　開催中の事故責任について
・駐車場及び会場内での車両運転中等の事故（人身・対物等）については、当事者間の責任でお
願いします。
・貴重品の管理は各自で責任を持ってお願いします。会場内での盗難等に御注意ください。
（本部に警察官が常駐予定です。）
・出店(展)及び販売行為等において事故等が発生した場合、主催者側は一切の責任を負いかねますので御了承ください。まつりの開催期間内に必要と思われるものについては、あらかじめ各種保険への御加入をお願いします。
７　荒天時について
・荒天等により開催中止と判断した場合、当日午前６時３０分頃に松伏町ホームページ
（携帯サイトからも閲覧可）の新着情報欄に掲載する他、午前７時頃に防災無線放送、
インスタグラム、マップーメール、Ｘ（ツイッター）にてその旨を周知します。（開催する場合
は、周知しません。）
８　火気の使用（電気器具の使用も含む）について
・屋外用コンロの使用は可とします。屋内用は不可。
・火気の使用については十分注意し、必ず担当者をつけてください。
・別紙「露店等の防火対策」、「露店等開設時の遵守事項」等の資料は参加者全員に配布し、必ずお読みください。
・別紙「露店等の防火対策」に記載された対象の火気器具等を使用する場合、１店舗につき１本の業務用消火器の設置が義務となります（２０１４年８月施行、吉川松伏消防組合火災予防条例の一部改正による）出店者は業務用消火器の用意をお願いします。
・他の出店者及び来場者の迷惑とならないよう、火気使用時の煙などには十分注意してく
ださい。
・火気器具の取扱い等について、消防署職員が見回りを行う予定ですので、御協力をお願いします。
・火気器具等を使用する場合、不燃材を敷く等の対策をしてください。
９　電気の使用について
・開催中、使用方法について指導する場合があります。
10　食品の取扱いについて
・衛生面には、十分気をつけてください。特に、食品への毒物混入防止については、必ず見張
りの方を置き、十分警戒してください。
11　その他
・会場内は禁煙です。喫煙は喫煙所でお願いします。
・上記のルール等を守ることができない団体は、出店(展)をお断りします。
・貸出をしている備品等について不具合が生じた場合は本部に申し出てください。




行政関連団体出店（展）申込書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日
※記入漏れのないようにお願いします。※いただいた個人情報は、町民まつり実施以外の目的には使用しません。
	名　称
※パンフレットに掲載します。
	
	参加予定人数
	　　　　　人

	しめいふりがな
	

	代表者
	氏名　　　　　　　　　　　　　　連絡先
住所　〒(　　　-　　　　)

	しめいふりがな
	

	担当者
※事務局からの連絡等は、原則ご担当者様あてに行います。
	氏名　　　　　　　　　　　　　　日中連絡がつく番号
住所　〒(　　　-　　　　)
アドレス
kankyou1060300@town.matsubushi.lg.jpからのメールの受信設定をお願いします

	出店内容
	出店区分
	①行政関連団体


	
	内容区分
	①啓発　②PR　③体験　④その他（　　　　　）


	
	内容詳細
	※選考の際に確認いたしますので、必ずご記入ください。

	
	火気使用
	なし　・　あり　（プロパンガス・発電機・その他（　　　　　　　　）
※火気器具類を使用する場合、業務用消火器の用意が必要です。
※発電機、フライヤー、ホットプレートも火気器具類に含みます。

	搬入車両
車種・ナンバー
	（記載方法）
軽自動車　春日部○○ま△△△△

	いずれかに〇
積降しのみ　・　会場内に駐車(※)
　　　　　　　　　　　（※車両を啓発活動に使用する場合のみ）

	使用備品
	テント
テーブル２台　　　　１０，０００円×　　　　コマ＝　　　　　　 無料
イス４脚
※テーブルやイスが不足する場合は、各出店団体にてご準備いただきますようお願いいたします。

	
	検便検査　　　　　　　　　５００円×　　　　　人＝　  　　　　　 円
※食品（飲料含む。）に携わる方は必要

	
	使用電気器具
（全て記入）

	合 計 金 額
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円
※説明会以降のキャンセル及び荒天等による開催中止等については、いかなる理由があっても参加費の返金はできませんので、御了承ください。


誓　約　書
令和　　年　　月　　　日
まつぶし町民まつり実行委員会　宛て　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　団体名　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　印
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（団体代表者名）
　　
私及び出店（展）に関与する者は、まつぶし町民まつりへの出店（展）を希望するにあたり、参加要領、注意事項及び次の事項について十分に理解し、厳守することを誓約いたします。

１　暴力団または暴力団員との関係を有するものではないこと。
２　参加申し込みに名義貸し、虚偽の記載、その他不正な方法による出店（展）等はしないこと。
３　暴力団または暴力団員にみかじめ料・ショバ代等名目の如何を問わず金品を一切提供しないこと。
４　参加申込書について、暴力団と関係のないことを確認するため警察に照会を行うことに異論がないこと。
５　必ず代表者が従事すること。やむを得ず従事できない場合は、代理の者をたてること。
６　まつり当日に主催者等まつり関係者や警察官からの身分確認証等提示要求に従うこと。
７　来場者や他の出店（展）者及び実行委員会に対して暴力的若しくは脅迫的な言動又は不当な要求行為は行わないこと。
８　参加にあたっては、実行委員会の指示に従うこと。
９　注意事項等で定められた時間を守ること。
10　出店（展）場所付近については、ごみは必ず持ち帰り、使用前の状態に復すること。

上記に違反した場合は、直ちに出店（展）を取消されても異論はなく、今後の出店（展）を拒否されても不服は申し立てません。


※松伏町暴力団排除条例を踏まえ、誓約書の提出をお願いしております。御理解の程よろしくお願いいたします。
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